
19 果実酒等の製法品質表示基準 

１ 制定の経緯等 

 国内における酒類の消費が伸び悩む中で、ワインについては国内製造分も含めて消費が拡大しています。特

に国産ぶどうのみから造られる「日本ワイン」の中には、近年、国際的なコンクールで受賞するほど高品質な

ものも登場しています。また、地域振興、６次産業化などを通じて、新たな「日本ワイン」造りへの参入も期

待できます。 

ワインはＥＵを中心に古くから国際貿易の主要な産品として取引されています。ワインのラベル表示はその

出所や品質の判断要素として重要視されており、ＥＵを始め、アメリカやオーストラリアなど多くの国におい

て公的なワインの表示に関するルールが定められています。 

 他方、国内においては「日本ワイン」のほか輸入濃縮果汁や輸入ワインを原料としたものなど様々なワイン

が流通しており、ワインのラベル表示に関する公的なルールも無かったため、消費者にとって「日本ワイン」

とそれ以外のワイン（海外原料使用のワイン等）の違いが分かりにくいという問題がありました。 

 こうした状況を踏まえ、「日本ワイン」の国際的な認知度の向上、消費者にとって分かりやすい表示といっ

た観点から、国際的なルールを踏まえたワインの表示のルールを定めることとし、国税審議会の答申を受け、

酒類業組合法に基づく「果実酒等の製法品質表示基準」（平成27年10月国税庁告示第18号）（以下「表示基準」

といいます。）を平成27年10月に定め、平成30年10月から適用しています。 

２ 表示基準の概要 

日本ワイン 

日本ワインとは、国内で収穫されたぶどうのみを使用し、日本国内で製造された果実酒のことをいいます。 

表示基準では、国内で製造された「国内製造ワイン」と輸入された「輸入ワイン」とで区分し、さらに国内

製造ワインのうち、国内で収穫されたぶどうのみを原料とした果実酒を「日本ワイン」に区分しています。 

「日本ワイン」の表示 

 日本ワインには、一括表示欄に「日本ワイン」と表示する必要があります。また、一括表示欄以外の場所に

は、任意で表示することができます。 
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地名の表示 

日本ワインに限り、次に掲げる地名を表示することができます。 

イ 産地で収穫されたぶどうを85％以上使用し、収穫地と醸造地が同一である場合の産地名

ロ 産地で収穫されたぶどうを85％以上使用し、収穫地と醸造地が異なる場合のぶどうの収穫地名

ハ 産地で収穫されたぶどうの使用が85％未満である場合のワインの醸造地名

なお、日本ワイン以外の国内製造ワインであっても、一括表示欄には原材料の原産地名としてぶどうの収穫

地を表示することはできることとしています。 

ぶどうの品種名の表示 

国内製造ワインの原料として使用したぶどうの品種名については、次に掲げる品種名を表示することができ

ます。ただし、一括表示欄以外への表示は、日本ワインに限り表示できることとしています。 

イ 単一品種を85％以上使用している場合の単一品種名

ロ ２品種の合計で85％以上使用しており、かつ、使用量の多い順に表示する場合の２つの品種名

ハ ３品種以上の合計で85％以上使用しており、それぞれの使用量の割合を併記し、かつ、使用量の多い順

に表示する場合のそれぞれの品種名 

ぶどうの収穫年の表示 

日本ワインに限り、同一収穫年のぶどうを85％以上原料として使用している場合に、その収穫年を表示する

ことができます。 

原材料名の表示 

国内製造ワインには、一括表示欄に原材料名を表示する必要があります。 

原材料名は、①果実、②濃縮果汁、③輸入ワイン及び④国内製造ワインの区分により、使用量の多い順に表

示することとしています。なお、④についてはその国内製造ワインの原材料を①～③とみなして表示すること

としています。 

特定の原材料を使用した旨の表示 

国内製造ワインのうち濃縮果汁又は輸入ワインを原材料に使用したものについては、主たる商標を表示する

側に10.5ポイント（日本産業規格Z8305（1962）に規定するポイントをいいます。）の活字以上の大きさの統一

のとれた日本文字で、その原材料を使用したことの表示を行う必要があります。 

原産国名の表示 

輸入ワインには、一括表示欄に原産国名を表示する必要があります。 

適用時期 

平成30年10月30日以降に酒類製造場等から移出する果実酒等に適用しています。 

また、適用の日前（平成30年10月29日まで）に容器に詰められた果実酒等については、この表示基準を適用

していません。 
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